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□ 2001年より前に建てられた瓦屋根の建築物で●2001年以降に屋根が改修されていない

□瓦にずれや浮き上がりが生じている

□瓦が著しく破損している

など                   =
__¨___¨__¨ _̈_______」

瓦にずれや浮き上がりが生 じている例

瓦に浮き上がりが生 じている

瓦が著 しく破損 している例

瓦がずり下がり、葺き上に植物が
みられる

屋根の状況を把握するために、屋根には絶対登らないでください

詳細に屋根の状況を把握したい場合は、お近くの瓦工事業者さんにご相談ください

強風対策として行う屋根の耐風工事等への補助制度があります (下記は令和3年度の予算成立を前提としたものです)
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瓦雇機の購鳳畿鰺菫磯

工事技士等、瓦屋根診断技

改正基準に適合 しなし

耐風性能を有する屋な
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その他の問い合わせ先 一般財団法人日本建築防災協会 メールアドレス kenbokyo@kenchiku― bosal.o可 p

補動鸞象 補助畿・機効率

診断費の2/3
最大 2.1万円/棟
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工事費の23%
最大 55.2万円/棟

以下の①、②を満たすリフォームエ事
①インスペクションを実施し、維持保全計画・履歴を作成すること

②工事後に耐震性と劣化対策、省エネルギー性が確保されること
1/3

100万 円/戸 他  ※その他条件により補助額加算可
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